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岩手県新型コロナウイルス感染症対策に係る知事メッセージ等について 

本日、岩手県新型コロナウイルス感染症対策本部第 62回本部員会議が開催されましたの

で、関係資料を送付いたします。 

 つきましては、貴会等におかれましても、本会議での報告内容や知事メッセージ等につ

いて御了知いただき、会員等の皆様へ一層の感染対策や産業支援等に御尽力いただくこと

についての周知徹底に御協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

 なお、当部からは「いわて旅応援プロジェクト」及び「いわての食応援プロジェクト」

について報告しております。 

 

担当：商工企画室 管理課長 藤枝 

電話：019-629-5526 



新型コロナウイルス感染症対策本部 第 62 回本部員会議 

知事メッセージ（令和４年８月 31 日） 

 

新型コロナウイルス感染者の「全数把握」については、各自治体の判断により、

見直すことができるとされましたが、岩手県は、感染された方「全員」をサポー

トしていくため、医療機関の負担を軽減しつつ、「全数把握」を継続します。 

 

65 歳以上や基礎疾患のある方など重症化リスクのある方には、My‐HER-SYS 

（マイハーシス）や保健所等からの電話による健康観察を実施しながら、サポー

トします。 

 

重症化リスクの低い方には、My‐HER-SYS を利用した健康観察を実施し、体調

が悪化した場合には、「いわて健康フォローアップセンター」が 24 時間体制でサ

ポートします。 

 

また、医療機関の負担軽減を図るため、重症化リスクの低い方の HER-SYS 

（ハーシス）の入力については、最小限に簡素化します。 

 

これらにより、重症化リスクのある方に重点的に対応しながら、感染された方

全員のサポートを継続します。 

 

県内の感染状況は、新規感染者数が前の週に比べ 7 日間連続で減少しているも

のの、本日の新規感染者数が 1,301 人となり、依然として高い水準で推移してい

ます。 

 

県内での感染者数の増加とともに、医療従事者の感染や濃厚接触による自宅待

機の事例も増え、医療機関における人員体制の不足が生じています。一部の医療

機関では緊急性が低い検査や手術を延期するなど、コロナの感染拡大が、コロナ

医療のみならず、救急医療などの一般医療にも影響しています。 

 

医療関係者の皆様には、県民の命と健康を守るため、懸命な努力を頂いており、

県民一人ひとりの感染対策が、コロナの感染拡大防止のほか、一般医療を守るこ

とに繋がります。 

 

県民の皆様には、新規感染が更に減少するよう、引き続き、一人ひとりが場面

場面に応じた感染対策を徹底して頂くようお願いします。 

 

令 和 ４ 年 ８ 月 3 1 日 

岩手県知事 達増 拓也 



 岩手県における新型コロナウイルス感染症患者の「全数把握」について 

【要旨】 

  岩手県は、新型コロナウイルス感染者の「全数把握を継続」とし、重症化リスクの高い方へのサポートに注力しつつ、診療・検査医

療機関の負担を減らす取組を実施します。 

 

１ 岩手県の対応                                                             

 新型コロナウイルス感染者の「全数把握」については、65歳以上や基礎疾患など重症化リスクの高い方に対するサポートに注力しつつ、発生届

を登録することによる療養証明書の発行や健康サポートを継続して実施していくことが必要と考えられることから以下のとおりの取扱とする。 

今後も、医療費の公費負担、療養証明書、MY HER-SYS等による健康観察については従前どおり対応する。 

 

２ 発生届（HER-SYS入力）見直しの運用開始日                                              

  令和４年９月１日（木） ※県から診療・検査医療機関に対し連絡予定 

 

３ その他                                                                 

  「全数把握」の取扱については、今後も厚生労働省からの関係政令の公布内容などを確認し、必要な見直しについて検討する。 
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(１) 感染状況が現状のレベルで推移する場合は医療機関で入力を行う HER-SYSによる「全数把握」を継続する。これにより、陽性者を確認するこ

とが可能となり、陽性者には MY HER-SYSを登録していただくことで、療養証明書の発行が継続して実施可能となる。 

(２）厚生労働省の通知に基づき発生届の重点化を行う「65歳以上の方」「入院を要する方」「重症化リスクがあり、コロナ治療薬の投与又は酸素

投与必要と医師が判断する方」「妊婦の方」以外の重症化リスクの低い方の HER-SYS入力を従前の約 40項目から 7項目とし、診療・検査医療

機関の負担を減らす。 

（7項目：①報告年月日(発症日)、②類型（患者、疑い例など）、③氏名、④性別、⑤生年月日、⑥当該者所在地（市町村名）、⑦電話番号） 

(３）健康フォローアップセンターでの軽症者を含む自宅療養者の健康観察及び症状が悪化した際のサポートを継続していく。 

 



岩手県における新型コロナウイルス感染症患者の

「全数把握」見直しに係る対応について 運用開始：令和４年９月１日

本県は「全数把握」の継続、「重症化リスクの低い方の入力項目の軽減」の対応とします。

【従前】 【今後】

患
者

Ｈ
Ｅ
Ｒ-

Ｓ
Ｙ
Ｓ
入
力

重症化リスクに
かかわらず全数

重症化リスクに
かかわらず
全項目入力

重症化リスクで分類

重症化リスクあり リスク低い

① 65 歳以上の者
② 入院を要する者
③ 重症化リスクがあり、コロナ治療薬の投与又は酸素投与
が必要と医師が判断する者
④ 妊婦

左記以外

従前どおり全項目入力に加えて下記に留意
①発生届の「入院の必要性」の欄に「有」と入力
なお、診断時に入院を要するものに該当しない者が、その後に入院
した場合には、入院が必要であると診断した医師が、発生届を提出
②重症化のリスク因子となる疾病等の有無の「その他」の欄に「0」
（後日、国でシステム改修予定）
③重症化のリスク因子となる疾病等の有無の「妊娠」の欄にチェック

７項目のみ入力
①報告年月日（発症日）、②類型（患者、疑い例など）、③氏名、④性
別、⑤生年月日、⑥当該者所在地（市町村名）、⑦電話番号

※医療費の公費負担や健康観察等のサポートはこれまで通り継続します。



健康フォローアップセンターの開設について 

【要旨】 

  新型コロナウイルス感染症の感染拡大による患者の増加に伴い、65 歳以上の重症化リスクの高い方に対するサポートに注力するた

め、８月 20日から自宅療養者の健康観察を行う「いわて健康フォローアップセンター」を開設しました。 

  いわて健康フォローアップセンターの開設に伴い、各保健所で行っていた陽性者の健康観察及び疫学調査の運用を変更しています。 

 

１ いわて健康フォローアップセンターについて                        

 新型コロナウイルス感染症患者自宅療養者の健康観察を実施してい

た「いわて健康観察サポートセンター」について、看護師に加え新た

に医師を配置し「いわて健康フォローアップセンター」として陽性者

の健康観察を実施することとしたもの。 

  

(1) 運営体制 

開設時間 24時間体制 

配置職員 電話対応事務員 

       看護師 

医師（オンコール、９時から 17時） 

(2) 開設日 

令和４年８月 20日（土） 

(3) 対象者 

医療機関等で発生届を保健所に提出した陽性者 

 （HER-SYSに登録されている方） 

(4) 対応業務 

① 重症化リスクの高い自宅療養者に対する MY HER-SYS若しくは電

話での健康観察 

② 重症化リスクの低い方からの電話での健康相談 

（いわて健康フォローアップセンターの電話番号は自宅療養者に

個別に連絡しています。） 

 

  

 

２ 疫学調査及び健康観察の実施方法の見直し                        

(1) 疫学調査 

・65歳以上等の重症化リスクの高い陽性者 

→従来と同様に、電話の聞き取りによる疫学調査を実施。 

・65歳未満及び基礎疾患のない陽性者、または宿泊・入院療養の必

要のない陽性者 

→架電による疫学調査は実施せず、医療機関からの発生届により疫

学調査票を作成。 

(2) 健康観察 

・65歳以上等の重症化リスクの高い陽性者 

→MY HER-SYS若しくは電話での健康観察。 

・65歳未満及び基礎疾患のない陽性者、または宿泊・入院療養の

必要のない陽性者 

→原則 SMS（携帯電話がない方へは架電）によるファーストタッチ

及び MY HER-SYSの登録を要請。症状の悪化した場合は健康フォロ

ーアップセンターに自ら電話し、看護師若しくは医師が相談対応を

実施。 

 

３ その他                             

  発熱や咳などの症状がある方で、医療機関の受診などのご相談をさ

れる方は、引き続き「受診・相談センター」にご連絡いただきます。 

 

  受診・相談センター 019-651-3175 24時間対応（土日含む） 
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新型コロナウイルス感染症の検査で「陽性」と診断された方へ 

 

  

① 医療機関で陽性と診断された場合、自宅などでの待機をお願いします。 

② 保健所は、医療機関から新型コロナウイルス感染症の届出がされた当日から翌日を目途に、ショート

メッセージ（SMS）もしくは電話で皆様にご連絡します。 

③ 職場や学校などへの連絡をお願いします。 

④ 発症日 2 日前から接触のあった方のうち、特に濃厚接触の可能性が高いと思われる方にも連絡をお願

いします。（裏面４．を参照） 

  ※ 濃厚接触とは…概ね、手で触れることの出来る距離（目安として 1メートル）で、マスクなどの必

要な感染予防策なしで、15分以上の接触があった方 

  ※ 発症日とは…発熱、咳、咽頭痛、鼻水などの症状が出始めた日のこと 

⑤ 自宅療養中の外出は厳禁です。 

 

【１.保健所からの連絡】 

保健所から、ショートメッセージ（SMS）又は電話にて連絡があります。 

基本的には、保健所への陽性の申し出は不要ですが、診断から 2日以上たっても保健所からの連絡がな

い場合は、最寄りの保健所まで御連絡をお願いします。（地域の感染状況によっては、保健所からの連

絡が遅れる場合もあります。） 

 

【２.療養について】 

自宅療養解除までの期間は、概ね次のとおりです。ただし、治療内容や症状により延長となることがあ

ります。 

 ○有症状者の場合 

  ・発症日の翌日から 10 日、かつ、症状軽快後 72時間経過 

   ※症状軽快とは…解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあること。 

 ○無症状者の場合 

  ・検体採取日の翌日から 7日（8日目に解除） 

 

 

療養期間 0日目 1日目 2 日目 3 日目 4 日目 5 日目 6 日目 7 日目 8日目 9日目 10 日目

有症状者 発症日          解除 

無症状者 検体採取        解除   

  

 

健康フォローアップセンター 

 ☎ 【SMS 等で陽性者の方に案内】 （24 時間受付対応）  

 

療養中、症状等の悪化により医療機関を受診する必要があると思われる場合については、健康フォローア

ップセンターにご連絡ください。 

 

 

 裏面もご覧ください 

はじめに行うこと 

 

【３.健康サポートシステム（MY HER-SYS）の登録】 

自宅療養中の健康観察は、基本的に、健康観察サポートシステム（My HER-SYS マイハーシス）を使用し

ます。ショートメッセージで、My HER-SYS への登録をご案内します。 

健康サポートシステム（My HER-SYS）からは療養証明書を取得することができます。 

 （注）スマートフォンをお持ちでない場合など、My HER-SYS がご利用できない方には、別の方法を御案

内します。 

 

【４.濃厚接触者の待機期間について】 

 濃厚接触者は、陽性者との最終接触日（最後に接触した日）を 0日として 5日間は外出自粛をお願いしま

す。 

同居家族については、住居内で隔離が完全にされた日を 0日として、5日間は外出自粛をお願いします。 

 

【５.療養中の注意事項】 

 ・自宅療養中の外出は厳禁です。 

 ・外部からの不要不急の訪問者は受け入れないようにしましょう。 

 ・かかりつけ医や定期的な通院先がある場合（特に妊娠中の方など）は、必ずその医療機関に連絡し、

どのような療養が望ましいか助言を受けてください。 

 ・同居の方がいる場合、家庭内感染を防ぐために、以下の注意事項を守ってください。 

 

 その他詳しい情報については、岩手県ホームページ（http://kps.ms/quo0kUf）をご覧ください。 

・同居の方がご本人のケアを行う場合には、特定の方が行うようにしてください。その場合、十分な距

離（1m以上）を保ってください。 

・ケアを行う場合、ケアを行う方もご本人もどちらも不織布マスク等を着用し、十分な距離を保ってく

ださい（乳幼児や高齢者でマスク着用が困難な場合を除く）。 

 ・ご本人の体液・汚物に触れたり、清掃・洗濯を行う場合、不織布マスク等、手袋、プラスティックエ

プロンやガウン（身体を覆うことができ、破棄できる物で代替可：例カッパ等）を使用しましょう。 

・ご本人専用の個室を用意しましょう。 

・難しい場合、同室内の全員が不織布マスクなどを着用し、十分な換気を行いましょう。 

 ・洗面所、トイレもご本人専用のものが望ましいですが、共用する場合は、ドアノブや手すりの消毒

や十分な清掃と換気を行いましょう。 

 ・入浴はご本人が最後にしてください。 

 ・洗面所やトイレのタオルなどの身の回りのものは、同居の方と共用しないでください。 

○ 居住環境など 

○ 同居の方の感染管理 

 ・ご本人が触れるものの表面（ベッドサイド、テーブル、ドアノブ、手すりなど）は、使った都度及び

1日 1回以上、家庭用除菌スプレーなどで噴霧だけでなく、拭きましょう。 

 ・リネン、衣類等は通常の洗濯用洗剤で洗濯し、しっかりと乾燥させましょう。（洗濯表示に記載され

ている上限の温度での洗濯、乾燥が望ましいです） 

 ・ご本人の鼻水などが付いたマスクやティッシュなどのごみを捨てる場合、「ごみに直接触れない」、

「ごみ袋はしっかりしばって封をする」、「ごみを捨てた後は手を洗う」ことを心がけましょう。 

 ・その他、市町村のルールに従って廃棄してください。 

○ 清掃・ごみの捨て



 

 

 

 

医療機関の負担軽減のための受診協力等（平日、日中受診）に関する情報発信 

１ 趣 旨                                                             

 本県の医療体制は、医療従事者の感染や濃厚接触による人員体制の不足や、軽度の発熱や

倦怠感などの症状での夜間・休日の受診が増加している中においても、医療関係者の多大な

尽力により、県民の命と健康を守るため、一部の医療機関では緊急性が低い検査や手術の延

期などを行いながら医療提供を継続している状況であり、医療機関への負担軽減を図るため、

岩手県と岩手県医師会が引き続き共同による情報発信を行っていくもの。 

 

２ 情報発信の主な内容等（県内の感染状況等を踏まえ、随時更新を予定）                                                          

 別添チラシを活用し、ホームページやＳＮＳ、テレビや新聞広告などによる情報発信を随

時実施。 

 

＜参考＞ 岩手県医師会による緊急会見の概要（8/29発表）                                 

県民に対し、現在の本県の医療体制等の現状をお知らせし、改めて基本的な感染対策実施の確

認・徹底への協力の呼びかけを実施。 

医療体制等の現状 

○ 医療従事者の感染・自宅待機が、特にも病院勤務の方々において増加傾向となっており、

本来の通院患者への治療や入院患者への対応が出来なくなってきていること。 

○ 手術後の患者の治療や高齢な患者を、施設等で容体回復まで見守るなどの連携体制が取

れなくなってきていること。 

○ がん、心血管疾患、脳疾患等で手術が必要な方への対応が出来ない状況になりつつある

こと。また、救急搬送が必要な救急患者への対応にも影響が出かねない状況であること。 

○ 新型コロナウイルス感染症自体は、本来、死亡率はそれ程高くないが、持病をお持ちの

方や高齢の方が感染することにより、生命の危険があること。 

 県民への呼びかけ 

  ○ イベント等において、複数の人数でマスクを外し、長時間同じ空間にいることは控えて

いただきたいこと。 

  ○ コロナ慣れしている今、マスクを外した会話など、今一度一人一人に注意いただきたい

こと。 

○ 感染した場合や濃厚接触による自宅待機になった場合に備え、１週間程度の生活必需品

の準備や、発症時にすぐに医療機関での診察が難しくなることも想定し、市販の解熱剤や

痛み止めの準備をお願いしたいこと。 

○ 重症化や後遺症に備えるため、若い方々もワクチンの接種を受けることを真剣に考えて

欲しいこと。 

第62回本部員会議資料 
令 和 ４ 年 ８ 月 3 1 日 
保 健 福 祉 部 



夜間の受診等により医療機関への負荷が増しています 

平日・日中の医療機関等 

への相談・受診 
に可能な限りご協力をお願いします 

○ 軽度の発熱や倦怠感などの場合には、まず、 

 市販薬等を服用し、様子を見るようお願いします。 

○ 高熱が続く場合や周囲に陽性者がいる場合な 

 どには、「診療・検査医療機関」への相談・受診を 

 お願いします。 

○ かかりつけ医がいない、医療機関の診療時間 

 外（夜間・休日）、子どもの急な発熱などの際は、 

 「受診・相談センター」に相談をお願いします。 

 診 療 ・ 検 査 医 療 機 関  
  

 受 診 ・ 相 談 セ ン タ ー  
  電 話 ： 0 1 9 - 6 5 1 - 3 1 7 5  

  F A X ： 0 1 9 - 6 2 6 - 0 8 3 7   
  （ 2 4 時 間 / 土 日 ・ 祝 日 を 含 む ）  

岩手県 診療・検査医療機関 

※ 右記QRコードでも確認可能です 

令和４年８月10日 



新型コロナに係る 

お知らせと感染対策徹底等のお願い 

＜感染対策の徹底・事前の備え＞    

○ 換気、場面に応じたマスクの着用等を 

 お願いします。  

○ １週間程度自宅で生活できるよう、食料 

 品などの準備をお願いします。 

＜自宅療養時の注意点＞    

○ 軽症で自宅療養となった場合には、家族の 

 方も含め、保健所への連絡が必要なサインに 

 注意願います。 
 ※連絡が必要なサイン：酸素飽和度（SpO２値が95％以下） 

お知らせ 
○ 仕事・学校等に復帰する場合、職場等に対し、療養証明 

 書や陰性証明書の提出は必要ありません。 

○ 濃厚接触者の待機期間は、現在、原則５日間（６日目解 

 除）となっています。 
  ※ 抗原定性検査キット（自費検査）で２日目及び３日目に陰性となっ 

   た場合は、３日目から解除となります。 

     なお、７日間は発症リスクや人に感染させるリスクがありますの 

   で、基本的な感染対策の徹底をお願いします。 

お願い 

新型コロナに関する一般相談窓口 

電話：019-629-6085   FAX：019-626-0837 

（受付時間：９時～21時/土日・祝日を含む） 

令和４年８月９日 



上手な医療のかかり方 
～一般的な症状など（コロナ除く）での相談等にご活用ください～ 

＜上手な医療のかかり方～その他～＞    

○ 発熱や咳などの症状以外で、休日当番医などの受 

 診を希望する際には、「いわて医療ネット」をご活用く 

 ださい。 

 こ ど も の 救 急  
 

 い わ て 医 療 ネ ッ ト  
  

※ 右記QRコードでも確認できます。 

いわて医療ネット 

こどもの救急 

※１ 「こどもの救急」は右記QRコードでも確認できます。

＜上手な医療のかかり方～子ども編～＞    

○ すぐに受診させた方が良いのか、様子をみても大 

 丈夫なのか、子どもの突然の発熱などで迷った時に 

 は、「こどもの救急（日本小児科学会監修）」をぜひご 

 活用ください。  

  ※２ 岩手県でも「こども救急ガイドブック」を作成 

    しています。右記QRコードで確認・活用ください。 ＜こどもの救急＞ ＜救急ガイドブック＞ 

令和４年８月４日 



ＰＣＲ等無料検査の一般検査事業実施期間延長等について 

 

【要旨】 

  県内での新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、１月９日から８月31日までの期間で、感染不安のある方を対象としたＰＣＲ

等無料検査の一般検査事業を実施していましたが、９月30日まで実施期間を延長します。 

  なお、「飲食、イベント、旅行・帰省等での活動に際して、検査証明書の提出を求められている方」を対象とした定着促進検査につい

ては、８月31日までで終了します。 

 

１ 一般検査事業実施期間の延長 

【変更前】令和４年１月９日(日)から令和４年８月31日(水)まで 

【変更後】令和４年１月９日(日)から令和４年９月30日(金)まで 

 

２ 検査の内容 

ＰＣＲ検査又は抗原定性検査 

・ＰＣＲ検査は後日検査結果を通知 

・抗原定性検査は当日（検査後15分程度）検査結果を通知 

 

３ 一般検査事業の無料検査対象者 

(１) 熱や咳などの症状がない方 

(２) 感染不安を感じる岩手県民の方 

※ ワクチン接種の有無は問わない。 

 

４ 定着促進検査の終了について 

ワクチン検査パッケージ等で検査証明書が必要な方を対象とした無

料検査を実施する定着促進事業については、８月31日の受付分をもっ

て終了します。 

 

５ 検査機関について 

県内の88か所で検査を実施 

なお、各市町村ごとの検査箇所数は以下のとおり。 

盛岡市（27）、 八幡平市（3）、 雫石町（1）、 葛巻町（1）、 

滝沢市（2）、 紫波町（4）、 矢巾町（3）、 花巻市（7）、 

遠野市（4）、 北上市（5）、 西和賀町（1）、 奥州市（7）、 

一関市（5）、 大船渡市（2）、 陸前高田市（1）、 釜石市（4）、 

大槌町（1）、 宮古市（4）、 山田町（1）、 岩泉町（1）、 

久慈市（2）、 二戸市（1）、 一戸町（1） 

 

６ 周知について 

 ＰＣＲ等の無料検査の実施については県ホームページでご案内して

います。 

 

岩手県ホームページ 

https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/iryou/seido/1048469

/1048471.html 
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新型コロナワクチンの接種促進について 

１ ４回目接種の状況                                    

⑴ 60歳以上の４回目接種率は約５割で、年齢別でみると、70代以上で概ね６割となっているが、

60代では、３回目からの接種間隔がまだ５か月経過していない方もおり、３割台となっている。

【表１】 

⑵ 医療従事者で１・２回目を先行接種した方のうち、４回目接種を終えた方は約３割となって

いるが、7/22以降、18～59歳の医療従事者も接種対象となったことを受け、今後接種は加速し

ていく見込み。【表２】 

⑶ 高齢者施設においては、８月末までに 75.5％、９月末までに 86.9％の施設が４回目接種を終

了する見込み。【表３】 

【表１】60代以上の年齢別接種率（8/22時点）  

60代 70代 80代 90代 100～ 全体 

34.0％ 57.7％ 59.9％ 61.7％ 59.2％ 49.7％ 

【表２】医療従事者の４回目接種率（推計値）（8/22時点）  

１・２回目先行接種者 接種回数 接種率 

68,023人 22,285回 32.8％ 

【表３】高齢者施設における４回目接種終了見込時期（8/29時点）       （単位：施設数） 

施設数 
終了見込時期 

７月末まで ８月末まで ９月末まで 住民接種で対応 その他 

796 283 318 91 38 66 

９月末までに 692施設（86.9％）が接種終了見込み 

２ ４回目接種の促進                                    

⑴ ４回目接種については、60歳以上の方や基礎疾患を有する方に加え、18～59歳の医療従事者、

高齢者施設等の従事者も対象とされたことから、重症化予防や医療提供体制等の維持のため、

早期の接種を御検討いただきたい。 

⑵  高齢者施設等での接種について、入所者と従事者が同じタイミングで接種していくことが有

効と考えられることから、市町村の介護保険部局と予防接種部局が調整のうえ、円滑な接種体

制を確保するよう働きかけていく。 

３ 県集団接種の予定                                            

 ⑴ 接種日時 

接種日 予約受付時間 会 場 予定回数 

９月 24日（土） 10:00～12:30、14:00～16:30 
ツガワ未来館アピオ 1,500回程度 

９月 25日（日） 10:00～12:30 

 ⑵ 使用するワクチン 

  ア 武田／モデルナ社ワクチン……………１～４回目 

  イ 武田社ワクチン（ノババックス）……１～３回目 

 ⑶ 予約開始時期 

   ９月１日（木）９時から予約受付開始（予約方法は県ホームページを通じて公表） 
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マイナンバーカードによる新型コロナワクチン予防接種証明書の発行について

第 6 2回本部員会議資料
令 和 ４ 年 ８ 月 3 1 日
ふ る さ と 振 興 部

【 要 旨 】
〇 いわて旅応援プロジェクトの割引やサービスを利用する際などに利用できるワクチン予防接種証明書について、マイナ
ンバーカードを使用し、スマートフォンアプリやコンビニで発行することが可能です。

〇 この内容について、ＬＩＮＥ公式アカウント（岩手県新型コロナ対策パーソナルサポート）を通じ、情報発信を行う予
定です。

１ 新型コロナワクチン予防接種証明書について

２ マイナンバーカードによる証明書の発行について

新型コロナワクチン予防接種証明書は、海外渡航時の入国手続きのほか、いわて旅応援プロジェクトの各種割引やサービスを利用す
る際などに活用できます。

（１）オンライン申請用ＱＲコードの送付について
７月から、交付申請を行っていない方へ、オンライン申請用ＱＲコードが送付されています。

（２）マイナポイント第２弾について
最大20,000円分のマイナポイントが貰える「マイナポイント第２弾」の申請は、９月末までにマイナンバーカードの申請をした方

が対象となります（ポイントの申請期限は2023年２月末）。
（３）企業等への出張申請受付について

各市町村では、希望に応じ、企業等を訪問しての出張申請受付を行っています。

【参考】 マイナンバーカードの取得促進について

（２）証明書のコンビニ交付
マイナンバーカードをお持ちの方は、お近くのコンビニ（県内ではセブン・イレブン）の端末で、証明書の取得が可能です。
※ 一部市町村を除く。

【必要なもの】（１）、（２）共通
・ マイナンバーカードと暗証番号４桁（カード受取の際に設定した券面入力補助用の暗証番号）
・ （海外用のみ）パスポート
・ （コンビニ交付のみ）接種証明書発行料 120 円

※ 詳細は、別添チラシやデジタル庁ホームページ、厚生労働省ホームページ、市町村のホームページ等を参照願います。

（１）スマートフォンアプリ
マイナンバーカードをお持ちの方は、無料のアプリを利用し、接種証明書を発行することができます。

資料３-４
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接種証明書をスマートフォンアプリで発行できます

スマートフォン

• マイナンバーカードが読み取れる端末
（NFC Type B 対応端末）

• iOS 13.7以上

• Android OS 8.0以上

そのほか必要なもの

• マイナンバーカードと暗証番号4桁
（カード受取の際に設定した券面入力補助用の暗証番号）

• （海外用のみ）パスポート

こちらをご用意ください

こちらの二次元コードからダウンロード

スマホでアプリをインストール

二次元コード

App Store (iOS)

二次元コード

Google Play (Android)

アプリの情報については、
デジタル庁のウェブサイトで
ご案内しています
https://www.digital.go.jp/policies/posts/vaccinecert

利用手順１

利用手順２

新型コロナワクチン接種証明書

（英語名：COVID-19 Vaccination Certificate）

• 2021年12月20日からApp Store及び
Google Playで公開されています。

• 日本政府公式の新型コロナワクチン
接種証明書アプリです。

• 日本国内用、海外用の接種証明書を
アプリで発行できます。



今後郵送されてくる「QRコード付き交付申請書」で簡単に申請できます︕

公式サイト

マイナンバー
カードの
最新情報

マイナンバーカードのお問い合わせ

https://www.kojinbango-card.go.jp

お問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178
平　日　9時30分～20時00分 土日祝　9時30分～17時30分
マイナンバーカードの紛失・盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。

（年末年始を除く）

■一部のIP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合　050-3818-1250
■This telephone number is toll-free corresponding to English, Chinese, Korean, Spanish 
　and Portuguese.　0120-0178-27

マイナポイントの詳しい申込み方法などはこちら→

※1 市区町村によってサービスが異なります ※2 毎日6:30から23:00まで利用できます（市区町村により異なる場合があります） ※3 対応する医療機関・薬局は順次拡大していきます
※4 マイナンバーカード読み取りに対応しているスマートフォン又はICカードリーダーとパソコンが必要です 

https://mynumbercard.soumu.go.jp/

そろそろあなたもマイナンバーカード 検索

本人確認書類として使える！ コンビニで各種証明書が
取得できる！※1 ※2

マイナンバーと本人確認書類が
同時に必要な場面も、これ1枚でOK！
他にもライブ会場の入場や会員登録など
幅広く使えます！

忙しくて市区町村の窓口に
行けないときも、
コンビニで住民票の写しなどの
公的な証明書を発行できます。

オンラインで
行政手続きができる！※1 ※4

確定申告（e-Tax）をはじめ、
子育てなどに関する手続きも
オンライン申請で便利に行えます。

民間のサービスにも拡大中！※4

各種オンライン決済サービスにおける口座登録、
オンラインでの住宅ローン契約や
証券口座開設などのときに使えて、
書類郵送などの手間がかかりません。

便利な「マイナポータル」が
使える!※1 ※4 

給付金の受け取りがスマートに！

ご自身の情報の確認や
オンライン申請ができる
自分専用サイト「マイナポータル」が
使えるようになります。

新型コロナワクチン接種証明書が
スマートフォンアプリで発行できる！
日本国内用と海外用の接種証明書を
スマートフォンアプリで取得でき、
アプリを起動すればいつでも表示できます。

公金受取口座を登録することで、
年金や児童手当など、今後申請をするときに、
口座情報の記入や通帳の写しなどを
提出する必要がなくなります。

マイナポータル

※アプリに対応しているスマートフォンが必要です
※海外用の接種証明書の取得のためには有効なパスポートが必要です

マイナンバー
7

1 2 3 4 5 6

8 9 0 1 2

健康保険証としても使える！※3

本人が同意すれば、全国どこにいても、
医療機関や薬局で
過去の服薬履歴や
特定健診情報などが
確認できます。

14

顔写真のチェックポイント

サイズ
（縦 4.5cm×
　横 3.5cm）

・　最近６か月以内に撮影
・　正面、無帽、無背景のもの
・　郵便で申請する場合は、

裏面に、氏名、生年月日を

・　顔が横向きのもの
・　無背景でないもの
・　正常時の顔貌と著しく異なるもの

・　背景に影のあるもの
・　ピンボケや手振れにより不鮮明なもの
・　帽子、サングラスをかけ人物を
　　特定できないもの

記入してください。

マイナンバーカードの受け取り手順

はがきが届く1

交付場所へ行く2

暗証番号を設定し受け取る3

マイナンバーカードの申請後、交付場所などをお知らせする交付通知書（はがき）
が概ね１か月ほどで申請者のご自宅に届きます。
※マイナンバーカードの申請が一定期間内に集中したり、市区町村の窓口が混雑したりしている場合には、
　これ以上のお時間をいただくことがあります。

※15歳未満の者または成年被後見人には、その法定代理人が同行してください。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、地域の状況に応じた交付期間が設定される場合があります。

※暗証番号は「6～16桁の英数字（英字と数字の組合せ）」と「4桁の数字」の少なくとも２つが必要です。
　交付窓口にお越しになる前に、あらかじめ考えておいていただくとスムーズです。

交付通知書（はがき）の記載内容をご確認の上、必要な書類をお持ちになり、
期限までに、交付場所にご本人がお越しください。

交付窓口で本人確認の上、暗証番号を設定していただくと、
マイナンバーカードが受け取れます。

マイナンバーカード総合サイト 検索

JKT1

マイナンバーカードを新規取得された方等に対して、
マイナポイントを付与する取組も進めています。
なお、マイナポイントの対象となるマイナンバーカードの
申請期限は、9月末までとなります。



「QRコード付き交付申請書」を使用したマイナンバーカードの申請方法

以下のいずれかの方法で申請してください。

うらおもておもて うら
顔写真付き！
対面での本人確認書類に！

ICチップ付き！
オンラインでの本人確認に！

み　
ほ　
ん

み　
ほ　
ん

対面でもオンラインでも使える公的な本人確認書類です。
マイナンバーの他に、氏名・住所・生年月日・性別が記載されています。

なりすましはできません。
顔写真入りのため、
対面での悪用は困難です。

プライバシー性の高い
個人情報は入っていません。
ICチップ部分には、
税や年金などの個人情報は
記録されません。

電子証明書を使うため、
オンラインでの利用には
マイナンバーは
使われません。

マイナンバーを
見られても悪用は困難です。
マイナンバーを利用するには、
顔写真付き本人確認書類などでの
本人確認があるため、悪用は困難です。

※マイナンバーカードの有効期限は、マイナンバーカード発行の日から18歳以上の場合は10回目の誕生日、18歳未満の場合は５回目
の誕生日までです。（外国人住民の方（特別永住者、永住者及び高度専門職第２号を除く）のマイナンバーカードの有効期限は、在留期
間の満了日等までです。）
※電子証明書の有効期限は、電子証明書発行の日から5回目の誕生日（またはマイナンバーカードの有効期限）までです。

 

次の書類が封筒に封入されています。
「QRコード付き交付申請書」を使用したマイナンバーカードの申請方法は、本書３ページをご覧ください。
合わせて、マイナンバーカードを受け取られた後に申請可能なマイナポイントのご案内を同封しております。

申請書ID（23桁）

オンライン申請用QRコード

スマートフォン で申請
必要なもの

オンライン申請用
QRコード スマートフォン

QRコード付き
交付申請書

顔写真データ

①スマホで顔写真を撮影
②スマホで交付申請書の オンライン申請用QRコード を読み取る
③表示された申請用WEBサイトで利用者規約同意後、メールアドレス等を登録
④メールアドレスに申請者専用WEBサイトのURLが届いたら、
　顔写真を登録、必要事項を入力して申請完了

申請方法

※最近、マイナンバーカードを申請・取得された場合、このご案内が行き違いで届くことがありますが、改めてマイナンバーカードの
　申請をする必要はありません。
※マイナンバー（個人番号）を通知する通知カードまたは個人番号通知書に同封されている交付申請書等も引き続き使用できます。

返信用封筒
※郵便で申請する
　場合のみ使用

宛名台紙リーフレット

同封する「QRコード付き交付申請書」で簡単に申請できます！

公式サイト

マイナンバー
カードの
最新情報

マイナンバーカードのお問い合わせ

https://www.kojinbango-card.go.jp

お問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178
平　日　9時30分～20時00分 土日祝　9時30分～17時30分
マイナンバーカードの紛失・盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。

（年末年始を除く）

■一部のIP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合　050-3818-1250
■This telephone number is toll-free corresponding to English, Chinese, Korean, Spanish 
　and Portuguese.　0120-0178-27 ※カードを既に取得した方のうち、マイナポイント第1弾の未申込者も含まれます

　 詳細はマイナポイント事業のホームページにて順次お知らせします 詳しい申込み方法などはこちら→

1 2 3
マイナンバーカードの新規取得等※で

ポイントがもらえる！
の

ポイントがもらえる！ ポイントがもらえる！

健康保険証としての利用申込みで 公金受取口座の登録で

※1 市区町村によってサービスが異なります ※2 毎日6:30から23:00まで利用できます（市区町村により異なる場合があります） ※3 対応する医療機関・薬局は順次拡大していきます
※4 マイナンバーカード読み取りに対応しているスマートフォン又はICカードリーダーとパソコンが必要です 

https://mynumbercard.soumu.go.jp/

そろそろあなたもマイナンバーカード 検索

本人確認書類として使える！ コンビニで各種証明書が
取得できる！※1 ※2

マイナンバーと本人確認書類が
同時に必要な場面も、これ1枚でOK！
他にもライブ会場の入場や会員登録など
幅広く使えます！

忙しくて市区町村の窓口に
行けないときも、
コンビニで住民票の写しなどの
公的な証明書を発行できます。

オンラインで
行政手続きができる！※1 ※4

確定申告（e-Tax）をはじめ、
子育てなどに関する手続きも
オンライン申請で便利に行えます。

民間のサービスにも拡大中！※4

各種オンライン決済サービスにおける口座登録、
オンラインでの住宅ローン契約や
証券口座開設などのときに使えて、
書類郵送などの手間がかかりません。

便利な「マイナポータル」が
使える!※1 ※4 

給付金の受け取りがスマートに！

ご自身の情報の確認や
オンライン申請ができる
自分専用サイト「マイナポータル」が
使えるようになります。

新型コロナワクチン接種証明書が
スマートフォンアプリで発行できる！
日本国内用と海外用の接種証明書を
スマートフォンアプリで取得でき、
アプリを起動すればいつでも表示できます。

公金受取口座を登録することで、
年金や児童手当など、今後申請をするときに、
口座情報の記入や通帳の写しなどを
提出する必要がなくなります。

マイナポータル

※アプリに対応しているスマートフォンが必要です
※海外用の接種証明書の取得のためには有効なパスポートが必要です

マイナンバー
7

1 2 3 4 5 6

8 9 0 1 2

健康保険証としても使える！※3

本人が同意すれば、全国どこにいても、
医療機関や薬局で
過去の服薬履歴や
特定健診情報などが
確認できます。

14

顔写真のチェックポイント

サイズ
（縦 4.5cm×
　横 3.5cm）

・　最近６か月以内に撮影
・　正面、無帽、無背景のもの
・　郵便で申請する場合は、

裏面に、氏名、生年月日を

・　顔が横向きのもの
・　無背景でないもの
・　正常時の顔貌と著しく異なるもの

・　背景に影のあるもの
・　ピンボケや手振れにより不鮮明なもの
・　帽子、サングラスをかけ人物を
　　特定できないもの

記入してください。

いいね

こういうのは
やめてね

マイナンバーカードの受け取り手順

はがきが届く1

交付場所へ行く2

暗証番号を設定し受け取る3

マイナンバーカードの申請後、交付場所などをお知らせする交付通知書（はがき）
が概ね１か月ほどで申請者のご自宅に届きます。
※マイナンバーカードの申請が一定期間内に集中したり、市区町村の窓口が混雑したりしている場合には、
　これ以上のお時間をいただくことがあります。

※15歳未満の者または成年被後見人には、その法定代理人が同行してください。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、地域の状況に応じた交付期間が設定される場合があります。

※暗証番号は「6～16桁の英数字（英字と数字の組合せ）」と「4桁の数字」の少なくとも２つが必要です。
　交付窓口にお越しになる前に、あらかじめ考えておいていただくとスムーズです。

交付通知書（はがき）の記載内容をご確認の上、必要な書類をお持ちになり、
期限までに、交付場所にご本人がお越しください。

交付窓口で本人確認の上、暗証番号を設定していただくと、
マイナンバーカードが受け取れます。

暗証番号を
忘れないようにね！

ポイントの申込み受付・付与を実施中2022年1月1日から実施中

マイナンバーカード総合サイト 検索

JKT1

マイナンバーカード（個人番号カード）をお持ちでない方に、マイナンバーカードの
申請に必要な「QRコード付き交付申請書」をお送りします。

32

「QRコード付き個人番号カード交付申請書」をお届けします！

今後郵送する「QRコード付き交付申請書」の同封物について

マイナンバーカードの安全性

マイナポイントの
ご案内

QRコード付き
交付申請書

必要なもの 必要なもの

必要なもの

郵便で申請 パソコンで申請 

証明用写真機で申請 

お金 このマークが目印オンライン申請用
QRコード

パソコン 顔写真データ申請書ID
（23桁）

交付申請書 返信用封筒顔写真

①タッチパネルから「個人番号カード申請」を選択
②撮影用の料金を投入して、交付申請書の オンライン申請用QRコード を
バーコードリーダーにかざす
③画面の案内にしたがって、必要事項を入力
④画面の案内にしたがって、顔写真を撮影して送信し、申請完了

申請方法

申請方法
①カメラで顔写真を撮影
②申請用 WEB サイトで 申請書 ID（23 桁）を入力し、メールアドレス
を登録

③申請専用WEB サイトの URL が届いたら、顔写真を登録、必要事項
を入力して申請完了

申請方法
①交付申請書に必要事項を記入し、６か月以内に撮影した
顔写真を貼付
②返信用封筒に入れて郵送し、申請完了
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「いわて旅応援プロジェクト」及び「いわての食応援プロジェクト」について 

【要旨】 

 「いわて旅応援プロジェクト」及び「いわての食応援プロジェクト」については、３密の回避など基本的な感染予防対策

や業種毎の感染症対策ガイドラインの順守の徹底を図りながら、継続して実施していきます。  

○ いわて旅応援プロジェクト：実施期間を９月30日（金）出発・宿泊分まで延長 

○ いわての食応援プロジェクト：第２期（秋・冬）チケットの販売及び利用を９月１日（木）から開始 

 

１ いわて旅応援プロジェクトの概要                                                                                                                      

 〇割引支援対象者 本県を含む東北６県及び北海道の居住者 

〇事業内容    ・県内旅行の宿泊代金等を宿泊施設又は旅行会社で割引（旅行商品代金の 50％、１人当たり 5,000円が上限） 

          ・土産物店等で利用可能な 2,000円のクーポン券を宿泊施設又は旅行会社で配付 

 〇実施期間    令和４年９月30日(金)出発・宿泊分まで 

  

２ いわての食応援プロジェクトの概要                                                                                                                      

 〇事業内容    １冊 5,000円（500円×10枚綴り）の食事券を 4,000円で販売 

 第１期 第２期 

名 称 いわての食応援チケット 2022（春・夏） いわての食応援チケット 2022（秋・冬） 

発 行 冊 数 20万冊（完売） 15万冊  

販 売 期 間 令和４年５月 13日(金)～７月 31日(日) 

 

令和４年９月１日(木)～11月 30日(水) 

※売り切れ次第終了 

利 用 期 間 令和４年５月 13日(金)～８月 31日(水) 令和４年９月１日(木)～12月 31日(土) 

  
※「いわて旅応援プロジェクト」及び「いわての食応援プロジェクト」の一時停止の基準 

岩手県内の全域又は一部区域がまん延防止等重点措置区域となった場合 

 岩手県内の感染状況が国の新たなレベル分類の考え方におけるレベル３相当となった場合  等 

 

 


